
令和８年５月公表分（県民局・地域事務所）　（業務委託）

1
備前県民局
農林水産事業部
農地農村計画課

国営造成施設県管理
費補助事業　児島湾
地区　児島湾締切堤
防樋門閘門操作等作
業

令 和 8 年 4 月 1 日
児島湾土地改良区
岡山市南区築港緑町２－４－
２９

550,550,000

　当該団体は、国営事業により造成された児島湾締切堤防等の施設
の維持管理等を目的として土地改良法に基づき設立された公法人で
あり、児島湖及び周辺地域の複雑な農業用排水の水利事情等に精通
しており、他の団体では適切な業務の履行が困難である。
　また、昭和４９年９月２９日付け「児島湾締切堤防等の管理及び
通行に関する協定書」第２条第４項により、当該団体へ本件業務を
委託することとなっており、競争入札に適しないため。

第 ２ 号

2
備前県民局
建設部
管理課

水門・樋門管理委託 令 和 8 年 4 月 1 日
岡山市
岡山市北区大供１－１－１

3,576,600

　当該業務は、河川法第99条及び「河川管理施設水門・樋門の管理
委託実施要領」（昭和56年4月22日付け土木部通知）に基づき、地元
行政機関に委託するものである。地域の実情に即した適切な管理を
行え、平素から効率的かつ責任のある管理体制を確立できるのは、
岡山市のみであり、その性質・目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

3

備前県民局
建設部
旭川ダム統合管理事
務所

単県　ダム施設管理
委託（流入予測シス
テム年間保守業務）

令 和 8 年 4 月 1 日

（一財）日本気象協会関西支
社
大阪府大阪市中央区南船場２
－３－２

2,774,255

　流入予測システムは、旭川ダムのゲート操作に必要となる流入量
予測を、実績及び予測雨量などの水文データを用いて算出するシス
テムである。本業務の内容は、予測雨量の提供、当該システムの異
常監視（障害対応を含む）を常に実施し、また実績洪水に基づいた
精度の検証を行うものである。下記業者は、当該システムを構築
し、また、当該システムのサーバを社内で管理していることから、
本業務を円滑かつ確実に履行できる唯一の業者であり、契約の性質
又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

4

備前県民局
建設部
旭川ダム統合管理事
務所

旭川ダム統合管理事
務所　宿直警備委託

令 和 8 年 4 月 1 日 個人　計４名
平日：10,390円
休日：20,780円

　本業務は、ダム管理設備の安全性及び緊急時の連絡体制の確保を
目的とするものであり、その重要性において履行上の経験、信頼性
などを特に必要とする業務である。本業務を確実に履行することが
できるのは、過去の業務経験及び実績からみて契約予定者以外な
い。

第 ２ 号
単価契約
5,080,710円
一部非公開

5
備前県民局
建設部
岡山港管理事務所

岡山港旭川地区京橋
管理道通航制限業務
委託

令 和 8 年 4 月 1 日
（株）難波建工
岡山市北区岡南町１－６－１

業務を実施する時間
帯の全部が8時以降
22時までの場合1回
につき15,400円
業務を実施する時間
帯の全部又は一部が
22時以降8時までの
場合1回につき
22,000円
業務を行った回数1
回につき15,400円

　岡山港旭川地区京橋管理道においては、高潮位時及び旭川ダム放
流時に冠水が発生し、人命に関わる事態が想定されることから２４
時間体制で水位の監視を行い、車両等の通航が危険となる場合には
通航制限を行う必要がある。また、通行制限を行った際に県民から
寄せられる種々の苦情にも適切に対処する必要がある。京橋管理道
近辺で、当該業務を委託できる業者は当該業者に限られており、契
約目的が人命を守ることでもあるため、競争入札ではなく随意契約
とする。

第 ２ 号
単価契約
2,037,200円

№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

1



№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

6
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

令和８年度宇野港海
面清掃及び陸上部清
掃業務

令 和 8 年 4 月 1 日
（公社）宇野清港会
玉野市宇野１－１８－１５

14,242,800

　当該法人は。宇野港及び付近水面並びに公共港湾用地の清掃業務
を行う目的で玉野市観光協会・宇野地区事業者が会員となって、設
立した非営利団体であり、業務の特殊性から。業務履行上の経験や
知識を特に必要とする業務であるため、業務を遂行出来るのは宇野
港の海上交通、海域の状況に精通している当該法人のみであり、競
争入札に適さない。また、当該法人は、特殊技術を有する作業員を
有しており、県所有の特殊船の扱いについて熟知している。作業員
が係船場所近隣に居住しており、緊急時に即応することができる。
団体として、宇野港の海上交通や海域の状況を熟知していることか
ら、海上交通を妨げることなく、安全に作業できるという理由によ
り、当該事業を履行できる唯一の団体である。

第 ２ 号

7
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港玉地区・岡山
鉾立地区小型船舶係
留施設の管理委託業
務

令 和 8 年 4 月 1 日
たまの（漁協）
玉野市田井５－４７－２

6ｍ未満キャビンな
し：2,310円
6ｍ以上：3,300円
その他の船舶：
7,260円

　本委託業務は、施設の点検、係留状態確認、必要な措置等であ
り、船舶及び係留施設等、構造の熟知が必要とされる。特に、施設
及び係留状況の異常を発見した際の応急措置は、船舶、施設を扱う
技術、知識、経験が不可欠である。当該組合は、地元漁業共同組合
であり、適切に管理されることがきたいできる。また、他に委託で
きる団体は見当たらない。

第 ２ 号
単価契約
6,747,840円

8
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

山田港胸上地区小型
船舶係留施設の管理
委託業務

令 和 8 年 4 月 1 日
胸上（漁協）
玉野市胸上１８０８

プレジャーボート
6ｍ未満2,310円
6ｍ以上3,300円
その他の船舶7,260
円

　本件業務は、施設の点検、係留状態確認、必要な措置等であり、
船舶及び係留施設等、構造の熟知が必要とされる。特に、施設及び
係留状況の異常を発見した際の応急措置は、船舶、施設を扱う技
術、知識、経験が不可欠である。当該団体は、地元漁業共同組合で
あり、適切に管理されることが期待できる。また、他に委託できる
団体は見当たらない。

第 ２ 号
単価契約
4,664,880円

9
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

令和８年度宇野港田
井地区タイヤマウン
ト式ジブクレーン維
持管理業務

令 和 8 年 4 月 1 日
（株）三井Ｅ＆Ｓ
東京都中央区築地５－６－４

6,644,550

　本業務は、クレーン利用者に支障をきたさないように、緊急時に
早期対応を行う必要があるなどの施設の特殊性から、業務履行上の
経験や知識を特に必要とする業務であるため、業務を遂行できるの
は、設備の構造等を熟知している当該業者のみであり、競争入札に
は適さない。また当該業者は当該クレーンの製造メーカーであり、
供用開始以来、保守点検及び修繕業務を実施してきた実績があり、
設備の構造等を熟知している。さらに当該業者の事業所が玉野市内
にあることから、緊急時にも早期に適切な対応が出来る唯一の業者
である。

第 ２ 号

10
備前県民局農林水産
事業部
東備地域農地農村整
備室

国営造成施設県管理
費補助事業　吉井川
地区　新田原井堰操
作等作業業務

令 和 8 年 4 月 1 日
吉井川下流土地改良区
備前市坂根１５－４

101,200,000

　本業務は、国営吉井川農業水利事業により造成され、県が国から
管理を受託している一級河川吉井川の主要地点に設置された大規模
頭首工である新田原井堰等の日常の監視、施設操作及び保守・点検
整備等を委託するものである。本業務を適切かつ円滑に行うため、
周辺地域の水利事情等に精通して利水者等相互間の調整を円滑に行
うことができ、また、施設の状況を詳細に把握して老朽化等に伴う
機器故障など不測の事態への対応を適切に行うことができる吉井川
下流土地改良区に本業務を委託する。

第 ２ 号

2



№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

11 備前県民局建設部
東備地域管理課

小型船舶係留施設管
理業務

令 和 8 年 4 月 1 日
伊里漁業協同組合
備前市穂浪２８３７－５

プレジャーボート
3,000/月
船長6m未満船室なし
2,100/月
その他
6,600/月

　管理業務の目的を達成するに当たり、船舶の管理に関する専門知
識を有し、港湾施設の状況や現地の気象に関する情報を把握し、施
設の管理を適切に行うことが出来る者と契約する必要があり、業務
の性質上競争入札に適しないものであるため。

第 ２ 号
単価契約
2,686,200円

12 備前県民局建設部
東備地域管理課

東備港明石埠頭制限
区域警備業務

令 和 8 年 4 月 1 日
（株）山陽セフティ
岡山市北区西長瀬１２０６－
７

6,279,168
　警備体制の特殊性から契約相手先が一者に限られ、業務の性質
上、競争入札に適しないものであるため。

第 ２ 号

13
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダム環境整
備施設管理業務

令 和 8 年 4 月 1 日
備前市
備前市東片上１２６

3,857,700

　本ダム貯水池周辺の環境整備施設については、平成２年４月１日
付け「八塔寺川ダムの管理に関する協定書」第５条に基づき、その
大部分を備前市が管理し、また、残りの八塔寺川ダム管理事務所周
辺部分を本県が管理するものとされており、本県管理部分を備前市
に管理委託することにより、環境整備施設全体に調和がとれ、地域
に密着した管理、利用促進を効率的に行うことができる。
　このため、本業務を適正かつ円滑に遂行できるのは、公共性・信
頼性のある備前市において他にないことから、随意契約を締結する
ものである。

第 ２ 号

14
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダムテレ
メータ放流警報設備
保守点検業務

令 和 8 年 4 月 1 日
東芝テリー（株）大阪支店
大阪府大阪市中央区本町４－
２－１２

3,036,000

　本設備は、電気機械設備と、これを監視制御する電子機器により
構成されているが、電子機器は組み込まれた開発メーカー独自のシ
ステムと一体で動作するものであり、また、保守点検に製造者の保
有する独自プログラムを必要とするなどの特殊性を備えていること
から、本設備の製造・施工業者である左記業者以外の者は本業務の
目的を達成できないため、随意契約を行うものである。

第 ２ 号

15
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダム管理事
務所宿日直警備業務

令 和 8 年 4 月 1 日 個人５名 5,080,710

　本業務は、ダム管理事務所職員が行うダム管理業務の一部を、職
員が不在の場合に、これに代わって行うものであり、契約者はダム
近傍に在住し、近隣地域の行政、地理等の状況に精通し、またダム
管理の重要性を理解し、且つ信頼のおける者でなければならないこ
とから、本業務に携わった経歴を有し、信頼できる左記５名と随意
契約を行うものである。

第 ２ 号 一部非公開

16
備中県民局農林水産
事業部農地農村計画
課

令和８年度　土地改
良施設管理費事業
（県営造成施設）
高梁川合同堰地区
樋門操作等業務

令 和 8 年 4 月 1 日
高梁川用水土地改良区
総社市門田２６３

2,257,851

　本業務は岡山県が管理する高梁川合同堰の管理、樋門操作等を行
う重要かつ特殊な業務であり、その性質上入札に適さない。
上記土地改良区は、国営事業で造成した小阪部川ダムの維持管理を
行っている団体であり、受益地に適時・適量の農業用水を安定的に
供給するためには、合同堰の管理と供給元であるダム施設の管理を
一体的に行う必要があるため、本業務を適正に行うことができる者
は、上記改良区をおいて他にない。

第 ２ 号

3



№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

17
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾緑地管理業務委
託
(憩いの森･2号緑地･
玉島川崎みなと公園･
他）

令 和 8 年 4 月 1 日
(公財)倉敷市シルバー
人材センター
倉敷市笹沖９－１

2,248,785
非営利団体であり、経済的な利益を見込む私企業に比べて管理経費
などの費用を削減できると判断されるため。

第 ７ 号

18
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾緑地管理業務委
託
(玉島4号緑地・ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ園
ｴﾝﾄﾗﾝｽｸﾞﾘｰﾝ他）

令 和 8 年 4 月 1 日
(公財)倉敷市シルバー
人材センター
倉敷市笹沖９－１

3,230,997
　非営利団体であり、経済的な利益を見込む私企業に比べて管理経
費などの費用を削減できると判断されるため。

第 ７ 号

19
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

清掃船管理運営委託 令 和 8 年 4 月 1 日
水島清港会
倉敷市水島福崎町１－１２

5,802,500
　左記業者は、水島港及びその付近水面並びに公共港湾用地の清掃
業務を行う目的で県・市・水島地区事業者が会員となって設立した
団体であるため。

第 ２ 号

20
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

国際海上VHF水島海岸
局通信・水島港航行
管理支援業務

令 和 8 年 4 月 1 日
(株)東洋信号通信社
神奈川県横浜市中区山手町１
８６

165,554,400

　国際海上VHF水島海岸局通信において、当該業務を行うに当たって
は、国際VHF無線設備を使用することから、電波法に定められた上級
無線従事者免許保有者を必要としている。現在、中国地方で当該業
務を実施している者は、当業者以外に２社存在するが、水島港での
事業実施の可否についてヒアリングしたところ、参入は考えていな
いとのことから、当業者以外にいない。
　水島港航行管理支援業務において、国際VHF無線設備を使用するこ
とから一体として事業実施する必要があり、水島港内で業務を実施
するに当たっては、港内の航路が狭く、大型船との行き会い調整
等、相当の経験と知識を必要とする。当業者は、昭和58年の水島海
岸局開局以来、当港での業務を受託しており必要な知識と経験を有
する唯一の事業者である。

第 ２ 号

21
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（水島港玉島乙島・
柏島地区）

令 和 8 年 4 月 1 日

寄島町漁業協同組合
乙島漁業支所
倉敷市玉島乙島８２３０－１
２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　6,969,600円

22
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（沙美漁港）

令 和 8 年 4 月 1 日
黒崎連島漁業協同組合
倉敷市玉島黒崎５４６８

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　2,415,600円

23
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（水島港玉島乙島西
地区）

令 和 8 年 4 月 1 日

寄島町漁業協同組合
乙島漁業支所
倉敷市玉島乙島８２３０－１
２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　6,534,000円
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№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

24
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港萱刈地区）

令 和 8 年 4 月 1 日
児島漁業協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　3,960,000円

25
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港琴浦地区）

令 和 8 年 4 月 1 日
児島漁業協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　3,326,400円

26
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港琴浦地区第
２）

令 和 8 年 4 月 1 日
児島漁業協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満のも
の)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第 ２ 号 単価契約　9,583,200円

27
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

沙美海岸環境整備施
設維持管理業務委託

令 和 8 年 4 月 1 日
倉敷市
倉敷市西中新田６４０

3,109,700

　本業務は、県と倉敷市が昭和57年3月13日付けで締結した「覚書」
第6条第1項により、沙美海岸環境整備施設のうち駐車場、緑地等の
利用施設は、県から管理委託を受けて倉敷市が行うこととしている
ものであり、地域の実情に即した適切な管理を行え、平素からの効
率的かつ責任のある管理体制を確立できるのは倉敷市以外にいない
ため。

第 ２ 号

28
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

児島観光港施設維持
管理業務委託

令 和 8 年 4 月 1 日
瀬戸大橋観光船協会
倉敷市児島駅前町３－２３

2,620,000
　左記業者は、桟橋等の港湾施設の状況に詳しく、児島観光港内に
事務所を有し業務に臨機応変に迅速、的確に業務に当たることがで
きる唯一の業者であるため。

第 ２ 号

29

備中県民局農林水産
事業部
井笠地域農地農村整
備室第2班

農林水産事業推進費
(広域農道)井原芳井2
期地区
法面観測業務

令 和 8 年 4 月 1 日

（株）エイト日本技術開発中
国支社
岡山市北区津島京町３－１－
２

2,464,000

　地方創生道整備推進交付金(広域農道)井原芳井2期地区の工事現場
において、令和2年7月の長雨により地山斜面に地すべりの兆候が見
られたため、地質調査を行い、孔内傾斜計等で観測を行っている。
　斜面崩落が発生した場合、広域農道直下を通る県道芳井油木線を
通行する人や車両に危険を及ぼすこととなるため、令和2年度に伸縮
計、監視システム、監視カメラ等を設置し、現在継続して観測及び
監視を行っている。
　競争入札に付し他者が落札した場合、現在のシステムを改修する
必要があり、観測及び監視ができない期間が発生するため、前年度
委託契約を行った業者と契約を行う。

第 ２ 号

30

備中県民局農林水産
事業部
井笠地域農地農村整
備室第2班

農林水産事業推進費
(広域農道)井原芳井2
期地区
仮設物管理(その3)業
務

令 和 8 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

6,545,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金(広域農道)井原芳井2期地区
内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の相
手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第 ６ 号

31

備中県民局農林水産
事業部
井笠地域農地農村整
備室第2班

農林水産事業推進費
(広域農道)井原芳井2
期地区
仮設物管理(その4)業
務

令 和 8 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

5,918,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金(広域農道)井原芳井2期地区
内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の相
手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第 ６ 号
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№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。

32 備中県民局建設部
井笠地域管理課

笠岡港港町地区小型
船舶
係留施設管理委託

令 和 8 年 4 月 1 日
笠岡地区漁業連絡協議会
笠岡市中央町１－１

プレジャーボート
・月2,300円/隻
・月1,600円/隻（6m
未満で船室等を設け
ないもの）
※上記単価は消費税
額及び地方消費税額
を含まない。

　本委託業務の作業内容には、施設の点検、係留状態の確認、不具
合がある場合の必要な措置等があり、業務遂行には、船舶の運航管
理及び係留施設等に関する知識・技術を要し、異常を早期に察知で
きる熟練度が必要である。特に施設及び係留状況の異常を発見した
際の応急措置等には、船舶・施設を扱う技術・知識並びに経験等が
不可欠であり、その業務の性質・特殊性から競争入札に適さず、ま
た選定できる業者が限定される。
　当該業者は施設が所在する笠岡地区の漁業協同組合で構成された
団体であり、所属する人員は全員業務上日頃から船舶の運航管理に
携わっていて、当該業務に必要な技術・知識・経験、更には施設周
辺の局地的な地理・気象状況等にも精通しており、適正な管理が期
待できる。また当該業者は、平成14年の当施設供用開始以降、この
業務を毎年度確実かつ誠実に履行しており、信頼できる相手方であ
る。

第 ２ 号
単価契約
2,987,160円以内

33
備中県民局
高梁川ダム統合管理
事務所

 単県　ダム管理委託
（河本ダム宿直警備
業務）

令 和 8 年 4 月 1 日 （個人）計３名 10,390（円/日）

昨今ダム等の重要施設においては、管理体制の一層の強化が図られ
ているところである。このため、夜間・休日における警備等の要員
は、ダム管理区内における挙動不審者発見時やダムコンピュータ異
常・降雨時におけるダム水文異常発生時に速やかにダム管理職員に
通知・通報する等の迅速な行動を行える沈着冷静な人材を配置する
必要がある。

第 ２ 号
単価契約
5,080,710
（一部非公表）

34
備中県民局
高梁川ダム統合管理
事務所

単県　ダム管理委託
（千屋ダム宿直警備
業務）

令 和 8 年 4 月 1 日 （個人）計３名 10,390（円/日）

ダム等の重要施設においては、管理体制の強化が図られているとこ
ろであり、夜間・休日における警備等の要員は、ダム管理区内にお
ける不審者の発見時やダム諸設備の異常時、ダム水文異常発生時に
速やかにダム管理職員に通報するなどの迅速な行動を行える冷静沈
着な人材を配置する必要があるため。

第 ２ 号
単価契約
5,080,710
（一部非公表）

35
美作県民局
地域政策部
地域づくり推進課

観光パンフレット作
成事業

令 和 8 年 4 月 1 日
岡山県岡山市北区内山下１－
３－１
（株）ビザビ

2,372,568

　令和７年度に同様の事業を実施した際の委託事業者であり、かつ
本事業は昨年度事業の成果物を活用して観光パンフレットを完成さ
せることを目的としており、昨年度成果物からのイメージを統一さ
せるためには、同一事業者に委託する必要があることから、契約の
相手方が特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適さないた
め。

第 ２ 号

36 美作県民局
津川ダム管理事務所

津川ダム管理事務所
宿日直警備業務

令 和 8 年 4 月 1 日 個人　計６名

宿直単価（平日）
10,390円
宿日直単価（休日）
20,780円

　本業務は、勤務時間外におけるダム及びダム周辺と管理設備機器
の監視を行い、また、異常発生時に職員へ連絡を行うものであり、
ダム周辺の状況に精通するとともに、協力的で信頼のおける者であ
ることが重要であることから、契約の相手方が特定され、契約の性
質又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号
単価契約
予定総額　5,080,710円
一部非公表
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